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議第１号 

令和２年度各務原市一般会計予算 

 

令和２年度各務原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ54,570,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債

務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのできる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最

高額は 500,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員

の給料、職員手当等及び共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

    令和２年２月１８日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 市税  ２１，３６９，８８８

1 市民税  ９，２７６，２６４

2 固定資産税  ９，５２６，０４９

3 軽自動車税  ３３６，８３２

4 市たばこ税  ６５０，０００

6 入湯税  １，２００

7 都市計画税  １，５７９，５４３

2 地方譲与税  ４０２，８４０

1 地方揮発油譲与税  ９０，０００

2 自動車重量譲与税  ３００，０００

4 森林環境譲与税  １２，８４０

3 利子割交付金  ２２，０００

1 利子割交付金  ２２，０００

4 配当割交付金  ７０，０００

1 配当割交付金  ７０，０００

5 株式等譲渡所得割交付金  ３４，０００

1 株式等譲渡所得割交付金  ３４，０００

6 法人事業税交付金  １０５，０００

1 法人事業税交付金  １０５，０００

7 地方消費税交付金  ３，１００，０００

1 地方消費税交付金  ３，１００，０００

8 ゴルフ場利用税交付金  １９，０００

1 ゴルフ場利用税交付金  １９，０００

款 項
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(単位：千円)

金    額

9 環境性能割交付金  ４７，０００

1 環境性能割交付金  ４７，０００

10 国有提供施設等所在市町村  ３８０，０００

助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村  ３８０，０００

助成交付金

11 地方特例交付金  １４５，０００

1 地方特例交付金  １４５，０００

12 地方交付税  ２，５５０，０００

1 地方交付税  ２，５５０，０００

13 交通安全対策特別交付金  １５，０００

1 交通安全対策特別交付金  １５，０００

14 分担金及び負担金  ３５９，８３７

2 負担金  ３５９，８３７

15 使用料及び手数料  ５０７，３８６

1 使用料  ３２４，４０１

2 手数料  １８２，９８５

16 国庫支出金  ８，５３２，２３２

1 国庫負担金  ５，８３０，９６１

2 国庫補助金  ２，５５２，１０３

3 委託金  １４９，１６８

17 県支出金  ３，５９９，２９４

1 県負担金  ２，３４４，８８１
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(単位：千円)

金    額

2 県補助金  ９０２，００１

3 委託金  ３５２，４１２

18 財産収入  １７３，０８９

1 財産運用収入  １６３，０８９

2 財産売払収入  １０，０００

19 寄附金  ６００，０００

1 寄附金  ６００，０００

20 繰入金  ７，５４９，７４３

1 基金繰入金  ７，５４９，７４３

21 繰越金  ８５０，０００

1 繰越金  ８５０，０００

22 諸収入  ９９１，８９１

1 延滞金・加算金及び過料  ２０，００１

2 市預金利子  ３１８

3 貸付金元利収入  ４４０，０００

4 受託事業収入  ８６，５９９

6 雑入  ４４４，９７３

23 市債  ３，１４６，８００

1 市債  ３，１４６，８００

 ５４，５７０，０００

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 議会費  ３６２，６９６

1 議会費  ３６２，６９６

2 総務費  ８，８３７，９２９

1 総務管理費  ７，６６０，７３４

2 徴税費  ６０２，９３３

3 戸籍住民基本台帳費  ３０５，４２７

4 選挙費  １３９，１７５

5 統計調査費  ９８，９８８

6 監査委員費  ３０，６７２

3 民生費  １４，９７２，４３０

1 社会福祉費  ５，９１１，０８９

2 高齢福祉費  ４３７，７３３

3 児童福祉費  ７，０１３，２６４

4 生活保護費  １，５６７，２０９

5 国民年金費  ３４，８３５

6 災害救助費  ８，３００

4 衛生費  ３，８６０，８３９

1 保健衛生費  １，２０４，５８７

2 環境費  ２，６５６，２５２

5 労働費  １１０，６０４

1 労働諸費  １１０，６０４

6 農林水産業費  ３９８，３５５

1 農業費  １０２，５７２
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(単位：千円)

金    額

2 畜産業費  ３４，０５２

3 農地費  ２０７，８９９

4 林業費  ５３，８３２

7 商工費  １，４１８，８６９

1 商工費  １，４１８，８６９

8 土木費  ４，２２９，４０８

1 土木管理費  ３２１，０００

2 道路橋梁費  １，８５９，１２５

3 河川費  ２１９，８４６

4 都市計画費  １，０５４，０３３

5 住宅費  ７７５，４０４

9 消防費  ２，３４７，３７９

1 消防費  ２，３４７，３７９

10 教育費  ６，５０５，５９８

1 教育総務費  ９５９，６７１

2 小学校費  ８８１，４２０

3 中学校費  ５２３，２９１

4 特殊学校費  ５６，９２６

5 幼稚園費  １，１０７，０９９

6 社会教育費  １，１７４，１４１

7 保健体育費  １，８０３，０５０

12 公債費  ６，２１０，７５０

1 公債費  ６，２１０，７５０

款 項
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(単位：千円)

金    額

13 諸支出金  ５，２６５，１４３

2 繰出金  ５，１３８，５７４

3 基金費  １２６，５６９

14 予備費  ５０，０００

1 予備費  ５０，０００

 ５４，５７０，０００歳　　出　　合　　計
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第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

４,１７７

職 員 証 作 成 業 務 委 託 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

３,５０７

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務 用
パ ソ コ ン レ ン タ ル 事 業

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

３６３

１,４８１,２００

農 業 企 業 化 資 金 利 子 補 給 補 助 金
（ 令 和 ２ 年 度 貸 付 予 定 分 ）

新 庁 舎 キ ッ ズ ス ペ ー ス 導 入 事 業

産 業 文 化 セ ン タ ー ほ か ２ 施 設
電 話 線 敷 設 替 事 業

情 報 関 連 業 務 第 ４ 期 最 適 化 事 業

北清掃センター基幹的設備改良事業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

４０,９６５

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

ク リ ー ン セ ン タ ー 外 壁 改 修 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

１２５,６００

新 庁 舎 建 設 事 業 （ そ の ２ ）

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

３,５１１

新 庁 舎 移 転 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

新 庁 舎 高 層 棟 完 成 記 念 式 典 事 業

会 議 録 等 作 成 業 務 委 託 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

５５２

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

９３４,５６６

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務
補 助 業 務 派 遣 委 託 事 業

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

２,５８３

４２,８６０

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

５,００５

令 和 ２ 年 度 か ら
令和１７年度まで

８８７

救 急 医 療 体 制 維 持 助 成 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ６ 年 度 ま で

４００,０００
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

防 災 シ ス テ ム 導 入 事 業

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

９５,３７４
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

８,８０９

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

３,７９１

蘇 原 駅 周 辺 地 区 用 地 取 得 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ７ 年 度 ま で

４,９０２

県防災情報通信システム設備移設事業

地 域 防 災 無 線 設 備 更 新 事 業

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

ふ れ あ い バ ス 運 行 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ７ 年 度 ま で

ふ れ あ い バ ス
運行にかかる協定書
に基づく負担金額

防災行政無線（同報系）設備移設事業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

メ デ ィ カ ル メ ッ セ 出 展 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

５０

立 地 適 正 化 計 画 策 定 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

１５,０４０

農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 策 定 事 業

道 路 維 持 補 修 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

８０,０００

市 道 蘇 北 ３ ９ ６ 号 線 用 地 取 得 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ４ 年 度 ま で

１５,７８７

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

５５,４７３

市道蘇北３９０号線ほか２道路改良事業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

１２２,１６５

市 営 住 宅 耐 震 補 強 事 業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

１８９,６７９

９５,２７４

３１,２４０

小 学 校 受 変 電 設 備 整 備 事 業
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（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

金融機関の各務原市土地開発公社に対する
貸 付 金 の 債 務 保 証

令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

４,０００,０００

那加第一小学校体育館外構改修事業
令 和 ２ 年 度 か ら
令 和 ３ 年 度 ま で

６７,８００
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第３表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 

 

　 

 

　 

 

年5.0％以内

し尿処理施設整備事業

稲 田 園 整 備 事 業

２８１,４００

１４,４００

６００

３,３００

１５,４００

起債の方法

福祉の里施設整備事業

川島会館施設整備事業

福 祉 セ ン タ ー
施 設 整 備 事 業

産 業 文 化 セ ン タ ー
施 設 整 備 事 業

８,４００

農 業 基 盤 整 備 事 業

火 葬 場 整 備 事 業

ごみ処理施設整備事業

１４４,９００保 育 所 整 備 事 業

１,２００

４２,４００

３,７００

道 路 橋 梁 事 業 ５０３,６００

 公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。 
 ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率。 
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起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円

１２４,６００図 書 館 整 備 事 業

街 区 公 園 整 備 事 業 ９７,９００

消 防 施 設 整 備 事 業

都 市 再 生 整 備 事 業

１８７,０００

９,０００

体 育 施 設 整 備 事 業 ２９７,１００

少年自然の家整備事業

４,９００文 化 財 施 設 整 備 事 業

１８,１００
特 別 支 援 学 校
施 設 整 備 事 業

１１３,３００中 学 校 施 設 整 備 事 業

１２,０００

小 学 校 施 設 整 備 事 業 １１２,３００

年5.0％以内

起債の方法

排 水 路 改 良 事 業 １,３００
 公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。 
 ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率。 
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起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円

起債の方法

臨 時 財 政 対 策 債 １,１５０,０００

年5.0％以内

 公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。 
 ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率。 
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議第２号 

令和２年度各務原市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和２年度各務原市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,778,171千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入の最高額は 250,000千円と定める。 

 

    令和２年２月１８日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 国民健康保険料  ２，８１３，０１６

1 国民健康保険料  ２，８１３，０１６

2 使用料及び手数料  １，３００

1 手数料  １，３００

3 国庫支出金  １０，５８２

1 国庫補助金  １０，５８２

4 県支出金  １０，４２６，００５

1 県補助金  １０，４２６，００５

5 財産収入  １５０

1 財産運用収入  １５０

6 繰入金  ９７８，４９７

1 他会計繰入金  ９６８，４９７

2 基金繰入金  １０，０００

7 繰越金  ５２２，６２１

1 繰越金  ５２２，６２１

8 諸収入  ２６，０００

1 延滞金及び過料  ２，４００

2 預金利子  １００

3 雑入  ２３，５００

 １４，７７８，１７１

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １０３，１９８

1 総務管理費  １０３，１９８

2 保険給付費  １０，３１３，０２８

1 保険給付費  １０，３１３，０２８

3 国民健康保険事業費納付金  ３，９２９，２０８

1 国民健康保険事業費納付金  ３，９２９，２０８

4 保健事業費  ２１２，７３７

1 特定健康診査等事業費  ８３，１７０

2 保健事業費  １２９，５６７

5 諸支出金  １２０，０００

1 償還金  １２０，０００

6 予備費  １００，０００

1 予備費  １００，０００

 １４，７７８，１７１歳　　出　　合　　計
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款 項

国民健康保険事業特別会計 
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議第３号 

令和２年度各務原市介護保険事業特別会計予算 

 

令和２年度各務原市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 11,388,096千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入の最高額は 100,000千円と定める。 

 

    令和２年２月１８日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 保険料  ２，４３６，６６０

1 介護保険料  ２，４３６，６６０

3 使用料及び手数料  ２３０

2 手数料  ２３０

4 国庫支出金  ２，３８７，９７７

1 国庫負担金  １，９９１，３９９

2 国庫補助金  ３９６，５７８

5 支払基金交付金  ２，９７２，３１７

1 支払基金交付金  ２，９７２，３１７

6 県支出金  １，５７５，６２５

1 県負担金  １，５７５，６２５

7 財産収入  ２３０

1 財産運用収入  ２３０

9 繰入金  ２，００８，８７７

1 一般会計繰入金  １，６５８，８７７

2 基金繰入金  ３５０，０００

10 繰越金  ２，６００

1 繰越金  ２，６００

12 諸収入  ３，５８０

1 延滞金、加算金及び過料  １８０

2 預金利子  ２００

4 雑入  ３，２００

 １１，３８８，０９６

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １４１，３５７

1 総務管理費  １４１，３５７

2 保険給付費  １０，７１８，７０５

1 保険給付費  １０，７１８，７０５

3 地域支援事業費  ５２４，４３４

1 地域支援事業費  ５２４，４３４

5 諸支出金  ２，６００

1 償還金及び還付加算金  ２，６００

6 予備費  １，０００

1 予備費  １，０００

 １１，３８８，０９６歳　　出　　合　　計
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款 項

介護保険事業特別会計 
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議第４号 

令和２年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和２年度各務原市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,419,935千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

    令和２年２月１８日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 

 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 後期高齢者医療保険料  １，６３８，３２８

1 後期高齢者医療保険料  １，６３８，３２８

2 使用料及び手数料  １５０

1 手数料  １５０

3 繰入金  １，６８５，１３５

1 他会計繰入金  １，６８５，１３５

4 繰越金  ３１，５００

1 繰越金  ３１，５００

5 諸収入  ６４，８２２

1 延滞金、加算金及び過料  ３００

2 償還金及び還付加算金  ６１０

3 預金利子  １５０

4 受託事業収入  ６３，７５２

5 雑入  １０

 ３，４１９，９３５

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １６，４１２

1 総務管理費  １６，４１２

2 後期高齢者医療広域連合納  ３，３３３，５３０

付金

1 後期高齢者医療広域連合納  ３，３３３，５３０

付金

3 保健事業費  ６７，８８３

1 健康診査事業費  ６７，８８３

4 諸支出金  ２，１１０

1 償還金及び還付加算金  ２，１１０

 ３，４１９，９３５歳　　出　　合　　計
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款 項

後期高齢者医療事業特別会計 
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議第５号 

令和２年度各務原市水道事業会計予算 

 

(総則) 

第１条 令和２年度各務原市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

(業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 戸 数 ６２，３００ 戸 

(2) 年間総給水量 １７，０５９，０００ ㎥ 

(3) 一日平均給水量 ４６，７３７ ㎥ 

(4) 主要な建設改良事業 

 改良事業費       １，１８４，６４６ 千円 

 

(収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収         入 

第１款 水 道 事 業 収 益 ２，８８７，９７０ 千円 

第１項 営 業 収 益 ２，５０３，６３３ 千円 

第２項 営 業 外 収 益  ３８４，３３５ 千円 

第３項 特 別 利 益 ２ 千円 

 

支         出 

第１款 水 道 事 業 費 用 ２，４７０，２６９ 千円 

第１項 営 業 費 用 ２，３０７，２６９ 千円 

第２項 営 業 外 費 用 １４９，４９９ 千円 

第３項 特 別 損 失 ３，５０１ 千円 

第４項 予 備 費 １０，０００ 千円 

 

(資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，３０５，００１千円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８８，２３２千円、過年度分損益勘定

留保資金１，２１６，７６９千円で補てんするものとする。） 

 

収         入 

第１款 資 本 的 収 入 ２０４，６０７ 千円 

第１項 負 担 金 ２０４，６０６ 千円 

第２項 固定資産売却代金  １ 千円 
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支         出 

第１款 資 本 的 支 出 １，５０９，６０８ 千円 

第１項 建 設 改 良 費 １，２００，７７９ 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ３０８，８２９ 千円 

 

(予定支出の各項の経費の金額の流用) 

第５条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

(1) 営業費用と営業外費用との間 

 

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第６条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額

に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 

(1) 職員給与費 ２８２，６２７ 千円 

(2) 交 際 費 ５０ 千円 

 

(たな卸資産購入限度額) 

第７条 たな卸資産の購入限度額は、３６，８００千円と定める。 

 

 令和２年２月１８日提出 

 

 各務原市長  浅 野 健 司 
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議第６号 

令和２年度各務原市下水道事業会計予算 

 

(総則) 

第１条 令和２年度各務原市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

(業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 排 水 戸 数 ４１，８０４ 戸 

(2) 年間総排水量  １１，２７８，９１５ ㎥ 

(3) 一日平均排水量 ３０，９０１ ㎥ 

(4) 主要な建設改良事業 

 建設改良費 ２，３６１，９０６ 千円 

 

(収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収         入 

第１１款 下 水 道 事 業 収 益 ２，７７３，６６４ 千円 

第１項 営 業 収 益 １，５３５，２４５ 千円 

第２項 営 業 外 収 益 １，２３８，４１９ 千円 

 

支         出 

第２１款 下 水 道 事 業 費 用 ２，７３９，７０９ 千円 

第１項 営 業 費 用 ２，３６８，４８９ 千円 

第２項 営 業 外 費 用 ３４５，５１９ 千円 

第３項 特 別 損 失 ２４，７０１ 千円 

第４項 予 備 費 １，０００ 千円 

 

(資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７３８，４６３千円は、当年度分

損益勘定留保資金７３８，４６３千円で補てんするものとする。） 

 

収         入 

第３１款 下水道事業資本的収入 ２，６５２，４９５ 千円 

第１項 負 担 金 １１０，０９９ 千円 

第２項 企 業 債 １，６８３，９００ 千円 

第５項 他 会 計 出 資 金 ９７，５９４ 千円 

第７項 補 助 金 ７６０，９０２ 千円 
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支         出 

第４１款 下水道事業資本的支出 ３，３９０，９５８ 千円 

第１項 建 設 改 良 費 ２，３６１，９０６ 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 １，０２９，０５２ 千円 

 

(特例的収入及び支出) 

第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により、当年度に属する債権及

び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ２４２，２１４千円及び

９９，２９９千円である。 

 

(債務負担行為) 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

 

事 項 期 間 限 度 額 

水洗便所等改造資金の 

融資に係る利子補給金 

（令和２年度融資予定分） 

令和２年度から 

令和６年度まで 
１２６千円 

 

(企業債) 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公共下水道 

事 業 

千円 

 

１，３２６，５００ 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

 

年 5.0％以内 

 

 

公的資金につ

いては、その融資

条件により、銀行

その他の場合に

は借入先と協定

し、その条件に従

うものとする。 

ただし、市財政

の都合により据

置期間及び償還

期限を短縮し、又

は繰上償還若し

くは低利に借り

換えすることが

できる。 

流域下水道 

事 業 
１４４，４００ 

資 本 費 

平 準 化 
２１３，０００ 

ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金について

利率の見直し

を行った後に

おいては、当

該見直し後の

利率。 
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(一時借入金) 

第７条 一時借入金の限度額は、１，５００，０００千円と定める。 

 

(予定支出の各項の経費の金額の流用) 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

(1) 営業費用、営業外費用、特別損失の間 

 

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額

に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 

(1) 職員給与費 １４２，６４３ 千円 

 

(他会計からの補助金) 

第１０条 下水道事業費に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

６２８，２４８千円である。 

 

 令和２年２月１８日提出 

 

 各務原市長  浅 野 健 司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


